
法人口座開設 WEB 申込の条件について 

 

１．口座開設可能店舗 

茨城県内にある当行本支店となります。お申込時に事業所の近隣店舗をご指定ください。 

県央地域 【水戸市】本店営業部、下市支店、千波支店、赤塚支店【小美玉市】小川支店 

【笠間市】笠間支店、友部支店 【茨城町】長岡支店 【大洗町】大洗支店 

県北地域 【日立市】日立支店、多賀支店、久慈浜支店 

【ひたちなか市】ひたちなか支店、湊支店 【北茨城市】磯原支店 

【高萩市】高萩支店 【那珂市】菅谷支店 【大子町】大子支店 

【東海村】東海支店 【常陸太田市】太田支店 【常陸大宮市】大宮支店 

県南地域 【土浦市】土浦支店、神立支店 【石岡市】石岡支店  

【つくば市】研究学園都市支店、谷田部支店、大穂支店 

【牛久市】牛久支店 【龍ケ崎市】竜崎支店 【守谷市】守谷支店 

【取手市】取手支店 【阿見町】阿見支店  【稲敷市】江戸崎支店 

県西地域 【古河市】古河支店、古河東支店、三和支店 【桜川市】岩瀬支店 

【筑西市】下館支店  【下妻市】下妻支店  【結城市】結城支店 

【常総市】水海道支店、石下支店 【坂東市】岩井支店 【境町】境支店 

鹿行地域 【鉾田市】鉾田支店 【行方市】麻生支店 【鹿嶋市】鹿島支店 

【神栖市】神栖支店、波崎支店、知手支店 【潮来市】潮来支店 

 

２．WEB 申込の対象となる法人のお客さま 

・当行とお取引のない法人のお客さま 

・本社所在地が茨城県内にある法人のお客さま 

 

次に該当する法人のお客さまは WEB 受付対象外です（店頭でのお申込になります）。 

・国・地方公共団体および関係法人、独立行政法人、外国法人のお客さま 

・すでに当行に法人の普通預金口座をお持ちのお客さま 

（関連会社や代表者が同一の別法人の口座をお持ちの場合を含みます。） 

・破産管財人口座、非課税口座など特殊な口座開設を希望される法人のお客さま 

・通帳発行を希望される法人のお客さま 

・法人格のない社団、財団、任意団体のお客さま 

・代表者および実質的支配者が「外国の重要な地位にある方」に該当する法人のお客さま 

 

３．開設する口座 

・通帳発行のない普通預金口座となります。 

・事業用口座に限ります（貯蓄目的の口座は対象外です）。 

・開設する口座の課税区分は総合課税となります 

 

４．口座開設申込と同時申込のサービス 

・「常陽法人インターネットバンキング JWEBOFFICE」を口座開設後お申込みいただきます。 

・キャッシュカードサービス「常陽エースカード(法人用)」の発行を希望される場合はお申込

時にご指定いただきます。 

 



 

５．法人の役員情報のご提供について 

申込フォームへ法人の役員情報(住所、氏名、生年月日等)の入力をお願いしております。 

役員さまのご了承を得てからお申込みください。 

 

６．居住地国について 

居住地国が「日本のみ」に該当する場合のみ、WEB 申込の対象となります。 

（国内に本店または主たる事業所を有する法人のお客さまは日本が居住地国となります。

詳細は「居住地国について」をご覧ください。） 

 

７．米国人等の該当について 

「米国人等」に該当しない場合のみ、WEB 申込の対象となります。 

（詳細は「FATCA について」をご覧ください。） 

 

８．提出書類のデータアップロード 

資料のデータアップロードでご利用いただけるファイル形式は文書形式の場合は PDF ファイ

ル、画像形式の場合は JPG、JPEG、PNG です。可能な限り「PDF ファイル」のご利用をお願いし

ます。１ファイルあたり最大 10MB までアップロード可能です。 

資料が不鮮明等の場合により内容が確認できない場合はお申込受付できないことがあります。 

 

９．お客さまの事業所への訪問 

お取引希望店の行員がお客さまの事業所へ訪問し、代表者さま、取引担当者(代理人)さまと

ご面談し、ご本人確認手続や事業内容にかかるヒアリングなどを実施させていただきます。 

申込時にご用意いただいた資料の原本を確認させていただきます。 

当行へ届け出るご印鑑をご準備ください。 

 

１０．審査結果の通知について 

審査の結果については、申込時に登録されるメールアドレスへ通知いたします。 

審査の結果、口座開設をお断りすることがあります。その場合、審査の内容については

ご回答いたしかねます。また、ご提出いただいた書類等はご返却いたしません。 
 

１１．お客さまと連絡がつかない場合 

口座開設をお申込後、お客さまの日中連絡のとれる電話番号へ連絡しても、１カ月以上連絡

不能である場合は、口座開設をお断りいたします。 

 

１２．開設後口座のご利用がない場合などについて 

申告どおりの利用をしなかった場合、または一定期間(３カ月程度)この預金口座を利用せず、

当行からお客さまの届出住所または届出電話番号に連絡しても連絡不能である場合には、この

預金取引が停止され、または通知により、この預金口座が解約されることがあります。 

また、これにより損害が生じた場合でも、いっさいお客さまの責任といたします。 

 


